
倉吉市上下水道局告示第15号

水道法（昭和32年法律第177号）第16条の２第１項の規定による指定給水装置工事事業者

を次のとおり指定したので、倉吉市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成10年倉吉市

水道事業管理規程第３号）第９条の規定により告示する。

令和４年７月22日

倉吉市長 広田 一恭

１ 指定を受けた者

指定番号 倉吉市水道事業指定給水工事事業者第166号

所在地 鳥取県倉吉市上井町１丁目60番地２

名 称 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社 山陰支店倉吉営業所

代表者 所長 土海 伸也

２ 指定した日

令和４年７月22日

３ 指定の有効期限

令和９年７月21日まで


